
やわたメディカルセンターWi-Fi サービス利用規約 
 

（趣旨） 

第 １ 条 

 この規約は、外来患者、入院患者及び患者家族、健診受診者等（以下、「利用者」という）

の、やわたメディカルセンター（以下、「病院」という）が整備した無料 Wi-Fi サービス（以

下、「本サービス」という）の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用者が準備するもの） 

第 ２ 条 

 本サービスの利用を希望する者は、利用に当たって、次に掲げるものを準備しなければな

らない。なお、病院から機器等の貸し出しは一切行わない。 

(1) パソコン、スマートフォン、タブレット等の接続端末 

(2) 無線ネットワークインターフェース 

(3) 閲覧ソフト 

 

（本サービスの利用） 

第 3 条 

 利用者は、下記の条件のもと、本サービスを利用してインターネットに接続することがで

きる。 

(1) 利用者は、本利用規約に同意しなければ、本サービスを利用してはならない。 

(2) 本サービスを利用した者は、この規約に同意したものとみなす。 

(3) 本サービスの利用料金は無料とする。 

(4) 病院は、設定等、技術的な質問についての問い合わせを一切受け付けない。 

(5) 本サービスについて、常に安定した接続環境を保証するものではない。 

 

（禁止事項） 

第 4 条 

 利用者は、本サービスの利用に際して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 第三者もしくは病院の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを

侵害するおそれのある行為。 

(2) 第三者もしくは病院の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵

害するおそれのある行為。 

(3) 上記のほか、第三者もしくは病院に不利益または損害を与える行為、または与えるおそ

れのある行為。 

(4) 第三者または病院を誹謗中傷する行為。 

(5) 公序良俗に反する（猥褻、売春、暴力、残虐、虐待等）行為、もしくはそのおそれがあ

ると病院が判断する行為、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為。 

(6) 犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結び付く行為、またはそれらのおそれのある行為。 

(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類する行為。 

(8) 性風俗、宗教布教活動に関する行為。 

(9) ID、またはパスワードを不正に使用する行為。 

(10) 第三者もしくは病院に対し、特定もしくは不特定多数に大量の電子メール（嫌がらせ

メール）を送信する行為。 

(11) 本サービスによりアクセス可能な病院または第三者の情報を改ざん、消去する行為。 

(12) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、または本サービ



スに関連して使用し、もしくは提供する行為。 

(13) 第三者または病院に迷惑･不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれの

ある行為、本サービスの運営を妨げる行為。 

(14) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。 

(15) その他、病院が不適切と判断する行為。 

 

（運用の中止） 

第 5 条 

 病院は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの運用を中止する事ができる。 

(1) 本サービスの保守作業又は関連工事を実施するとき。 

(2) 本サービスの回線、機器等の障害等やむを得ない事由が生じたとき。 

(3) 前各号に掲げるもののほか、本サービスの運用上、病院が必要と認めるとき。 

 

（免責等） 

第 6 条 

(1) 病院は、本サービスサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、本サービスを通じて

登録、提供または収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのウイルス感染等

による被害、データの破損又は漏洩その他本サービスに関連して発生した利用者の損害に

ついて、その責を一切負わない。 

(2) 病院は、本サービスのサービス内容及び利用者が本サービスを通じて取得する情報等

について、その完全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証も行わない。 

(3) 利用者がインターネット上で利用した有料サービスは、当該利用者が費用を負担する。 

(4) 本サービスへの接続に係る利用者の機器設定については、利用者が行うものとする。

この場合において、病院は、接続する機種、ＯＳ、ソフト等により本サービスを利用できな

い場合についても、その責を一切負わない。 

(5) 病院は、利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生

じた紛争等について、その責を一切負わない。 

 

（利用規約の変更） 

第 7 条 

 病院は、必要があると認めるときは、予告なくこの規約を変更できるものとする。その規

約の変更後に利用者が本サービスを利用したときは、利用者は、変更後の規約に同意したも

のとみなす。 

 

附 則 

この規約は、2021 年 2 月 1 日から施行する。 


